
第１版（令和７年５月１日時点版）

1 区分１・２ 対象職員

処遇改善等加算の区分１・区分２による賃金の改善は、保育士や幼稚園教諭だけが対象になるので
しょうか。

P1

2 区分３ 対象職員

処遇改善等加算の区分３による賃金の改善は、すべての職員（非常勤職員も含む）が対象になるの
でしょうか。

P1

3 共通 手続き

処遇改善等加算の認定手続きのスケジュールはどのように想定していますか。また、認定の効果は
年度当初に遡及されますか。

P2

4 共通 手続き

都道府県で行う処遇改善等加算の事務を市区町村（指定都市、中核市及び特定市町村を除く）に委
ねる場合、どこまで委ねることができるのでしょうか。事務を委任する場合であっても、形式的に
県に計画書や請求書を提出してもらう必要があるのでしょうか。 P2

5 区分１ 要件

キャリアパス要件で必要となる「研修」は、どの程度のものであれば認められるのでしょうか。ま
た、施設・事業所職員のフィードバックとはどのようなもので、どのような内容が必要でしょう
か。 P2

処遇改善等加算に関するＦＡＱ（よくある質問）

このＦＡＱは、単価を基に年間の運営費額を算定する際の参考となるよう作成したものです。追加・修正箇所には、網掛けをしてあ
ります。

頁事項２No. 事項１ 問
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頁事項２No. 事項１ 問

6 区分１ 要件

キャリアパス要件で必要となる「フィードバック」について、「個別面談や、自己評価に対し施設
長や管理職の職員等が評価を行う」とは、例えば、職員ごとに、Ａ～Ｅなどの５段階評価を付ける
などの必要があるのでしょうか。 P2

7 区分１ 要件

キャリアパス要件で必要となる「資格取得のための支援」は、例示されている「研修受講のための
勤務シフトの調整や休暇の付与、交通費、受講料等の費用負担の援助」の全てを満たす必要がある
のでしょうか。 P2

8 区分１ 要件

処遇改善等加算（区分２）の加算見込額の算定に当たって、公定価格上の加減調整部分の取扱いは
どのようにすればよいのでしょうか。

P3

9 共通
賃金改善額の算
出方法等

加算見込額の算定について、各月初日の利用子ども数で除して単価を算出するような加算の場合、
処遇改善等加算の合計値を出す場合の単価に係る端数処理をどのように行えばよいのでしょうか。

P3

10 区分２・３
賃金改善額の算
出方法等

処遇改善等加算通知の第５の２において、「また、区分２及び区分３を併せた加算による改善額の
うち１／２以上は、基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること。」とされています
が、ここでいう「改善額」には、国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分に
係る区分２の単価の増額分は含めるのでしょうか。
含める場合、年度途中の改定により、区分２の単価が増加し加算額は増額しますが、年度途中のた
め一時金の処理となることにより、結果、基本給・決まって毎月支払われる手当が改善額の１／２
未満となった場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか。

P3

11 区分３ 対象職員

処遇改善等加算通知の第２の３の(2)の（注２）において、「職員の経験年数、技能、給与等の実
態を踏まえ、当該施設・事業所において必要と認める場合には、職務分野別リーダー等に対して区
分３－①による賃金の改善を行うことができる。」とされています。
ここでいう「職務分野別リーダー等」は、第２の３の(1)のⅰからⅲの「別に定める研修」を修了
しておらず、年度途中に修了見込みがなくてもよいという理解で良いでしょうか。

P3
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頁事項２No. 事項１ 問

12 区分３ 対象職員

処遇改善等加算ⅡFAQの2-2では、「賃金バランス等を踏まえて必要な場合には、幼稚園及び認定こ
ども園の副園長、教頭及び主幹教諭等並びに保育所等の主任保育士に対して、「５千円以上４万円
未満の範囲内」で賃金改善を行うことが可能」とありますが、この場合、主任保育士等には研修修
了要件がかからない旨の取り扱いが示されています。
区分３における賃金バランス等を踏まえた取扱いでは、主任保育士等であっても、研修を修了して
いる又は修了見込みである必要があるのでしょうか。

P4

13 区分２ 対象職員

加算Ⅲでは、法人役員を兼務する施設長の賃金の改善はできませんでしたが、区分２では、法人役
員を兼務する施設長の賃金の改善をしてもよいという理解で良いでしょうか。

P4

14 区分１ 要件

区分１のキャリアパス要件について、「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあります
が、処遇改善等加算の一本化に伴い、加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲに係る記載を変更する必要がありま
す。
例えば、令和６年度に就業規則等を整備して加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲを取得しており、令和７年度
も区分１・区分２・区分３を算定し、実質的に変更が生じていないような場合は、適宜読み替え、
就業規則等が整備されているものとして取り扱ってよいでしょうか。

P4

15 区分３ 要件

処遇改善等加算通知の第２の３の(2)の（注１）において、区分３による賃金の改善対象として、
研修修了見込みの者を含むこととなっています。
年度当初は、研修修了見込みがあったため、賃金の改善を行ったものの、結果として、研修を修了
できなかった場合は、加算の要件に該当しないことになるのでしょうか。

P4

16 区分３ 要件

区分３の加算額の算定に当たり、第２の３の(1)の研修のⅰとⅱの両方を修了している者がいる場
合、人数ＡとＢの両方に計上して良いのでしょうか。

P4

17 区分３
同一事業者内で
の配分

加算Ⅱでは、20％を上限として同一の設置者・事業者が運営する他の施設・事業所における賃金の
改善に充てることができましたが、区分３は充当できなくなったという理解で良いでしょうか。

P5
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頁事項２No. 事項１ 問

18 共通 要件

認定書類について、区分２に係る書類として区分１の認定に当たって徴する書類を求めており、区
分３に係る書類として区分２の認定に当たって徴する書類を求めています。
区分１の認定を受けないと区分２の認定も受けられないような取扱いなのでしょうか。 P5

19 区分３ 要件

処遇改善等加算通知の第２の３の(1)の（注１）で、「加算当年度の４月１日時点の研修修了者
（略）の人数で判断する」こととなっています。
年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合はどのように取り扱うのでしょうか。 P5
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第１版（令和７年５月１日時点版）

■ 本FAQで使用する用語の定義

1 区分１・２ 対象職員

処遇改善等加算の区分１・区分２による賃金の改善は、保育
士や幼稚園教諭だけが対象になるのでしょうか。

保育士や幼稚園教諭だけでなく、事務職員、調理員、栄養士やスクールバスの運転手等を含
め、通常の教育・保育に従事するすべての職員（非常勤職員含む）が対象になります。

2 区分３ 対象職員

処遇改善等加算の区分３による賃金の改善は、すべての職員
（非常勤職員も含む）が対象になるのでしょうか。

区分３は、リーダー的な役割などを果たしている中堅の保育士等の専門性の向上を図りつ
つ、キャリアアップの仕組みを構築するためのものです。そのため、区分３による賃金の改
善は、原則として（※）、処遇改善等加算通知第２の３の(1)のⅰ「副主任保育士等」及びⅱ
「職務分野別リーダー等」としています。
なお、上記に該当する場合には、事務職員、調理員、栄養士やスクールバスの運転手等で
あっても、また、非常勤職員であっても、賃金の改善の対象とすることを妨げるものではあ
りません。
（※）第２の３の(2)の（注２）のとおり、「改善後の副主任保育士等の賃金が園長以外の管理職（略）の賃金
を上回ることとなる場合など賃金のバランス等を踏まえて必要な場合」には、当該園長以外の管理職も対象にな
ります。

「技能・経験に応じた追加的な処遇改善（処遇改善等加算Ⅱ）に関するFAQ（よくある質問）」（Ｖｅｒ．８（令和５年10月30日時点版））

「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」（令和７年４月11日付けこ成保296、７文科初第250号こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教
育局長連名通知）

「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」（令和５年５月19日付けこ成保38、５文科初第483号こども家
庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長連名通知）

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関
する基準（平成27年内閣府告示第49号）

処遇改善等加算に関するＦＡＱ（よくある質問）

処遇改善等加算ⅡFAQ

定義用語

告示

留意事項通知

処遇改善等加算通知

処遇改善等加算通知における区分１「基礎分」　区分２「賃金改善分」　区分３「質の向上分」

No. 事項１ 問 答事項２

区分１　区分２　区分３

加算Ⅰ　加算Ⅱ　加算Ⅲ
令和６年度までの処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ
※特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件
（令和7年こども家庭庁告示第4号）による改正前の告示における処遇改善等加算Ⅰ　処遇改善等加算Ⅱ　処遇改善等加算Ⅲ

1



第１版（令和７年５月１日時点版）

No. 事項１ 問 答事項２

3 共通 手続き

処遇改善等加算の認定手続きのスケジュールはどのように想
定していますか。また、認定の効果は年度当初に遡及されま
すか。

処遇改善等加算を受けようとする施設・事業者は、都道府県知事・指定都市長・中核市長及
び都道府県知事との協議により処遇改善等加算の認定事務を行うこととなった市町村長が定
める日までに、必要書類を市町村長に提出することとしており、具体的には都道府県等が定
めるスケジュールによることになります。
また、加算認定が年度途中になった場合、事業者からの申請ベースで適用した上で、認定が
なされた後に認定の効果を年度当初に遡及して適用することになります。

4 共通 手続き

都道府県で行う処遇改善等加算の事務を市区町村（指定都
市、中核市及び特定市町村を除く）に委ねる場合、どこまで
委ねることができるのでしょうか。事務を委任する場合で
あっても、形式的に県に計画書や請求書を提出してもらう必
要があるのでしょうか。

処遇改善等加算について、申請内容の確認等の事務を市町村に委任することは可能ですが、
確認・取りまとめの具体的な程度については、都道府県と市町村の間で決定していただくこ
とになります。

5 区分１ 要件

キャリアパス要件で必要となる「研修」は、どの程度のもの
であれば認められるのでしょうか。また、施設・事業所職員
のフィードバックとはどのようなもので、どのような内容が
必要でしょうか。

施設・事業所職員の職位、職務内容等に応じた研修（所長研修、主任保育士研修など職位に
応じた研修、或いは職務内容に応じた研修など）を実施、又は研修の機会を確保していれば
よく、研修内容は、社会通念上、明らかに職員の研鑽目的でないものを除き、施設の実情に
応じて取り組んでいれば認められるものになります。
また、フィードバックについては、個別面談や、自己評価に対し施設長や管理職の職員等が
評価を行うなどが考えられます。施設・事業所の職員が業務や能力に対する自己評価をし、
その認識が事業者全体の方向性でどのように認められているのかを確認し合うことが重要で
あり、この趣旨を踏まえて適切に運用されているのであれば、要件を満たしていると考えら
れます。

6 区分１ 要件

キャリアパス要件で必要となる「フィードバック」につい
て、「個別面談や、自己評価に対し施設長や管理職の職員等
が評価を行う」とは、例えば、職員ごとに、Ａ～Ｅなどの５
段階評価を付けるなどの必要があるのでしょうか。

フィードバックとは、研修や技術指導の効果が、職員の資質の向上に繋がっているかどうか
について、個別面談をするなどにより確認することでも足り、５段階評価等を行うことまで
は求めません。

7 区分１ 要件

キャリアパス要件で必要となる「資格取得のための支援」
は、例示されている「研修受講のための勤務シフトの調整や
休暇の付与、交通費、受講料等の費用負担の援助」の全てを
満たす必要があるのでしょうか。

資格取得のための支援とは、幼稚園教諭免許状・保育士資格等の取得を促すためのものです
が、必ずしも例示されている全ての取組を満たすこと想定しているものではありません。
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第１版（令和７年５月１日時点版）

No. 事項１ 問 答事項２

8 区分１ 要件

処遇改善等加算（区分２）の加算見込額の算定に当たって、
公定価格上の加減調整部分の取扱いはどのようにすればよい
のでしょうか。

加算見込額の算式における「処遇改善等加算の単価の合計額」の算定に当たっては、実際の
加算額と極力近しい値となるよう見込む必要があります。
従って、例えば、「土曜日に閉所する場合」など、処遇改善等加算に関連する各調整部分に
ついても、加算見込額の正確性を高めるために、調整部分のうち処遇改善等加算部分を算出
し、以下の算式で導かれる値を加算見込額から減算することになります。

【「土曜日に閉所する場合」（月に１日土曜日を閉所する場合）の加算見込額算定上の算
式】
｛（⑦処遇改善等加算（区分１及び区分２）＋⑧3歳児配置改善加算のうち処遇改善等加算
部分（区分１及び区分２）＋⑨4歳以上児配置改善加算のうち処遇改善等加算部分（区分１
及び区分２）＋⑩１歳児配置改善加算のうち処遇改善等加算部分（区分１及び区分２）＋⑫
夜間保育加算のうち処遇改善等加算部分（区分１及び区分２））×区分２の加算率÷処遇改
善等加算(区分１及び区分２)の加算率｝×　1/100

9 共通
賃金改善額の
算出方法等

加算見込額の算定について、各月初日の利用子ども数で除し
て単価を算出するような加算の場合、処遇改善等加算の合計
値を出す場合の単価に係る端数処理をどのように行えばよい
のでしょうか。

告示第14条に定める端数計算の取扱いに準じ、単価が10円以上であった場合は、10円未満を
切り捨て、10円未満であった場合は、小数点第1位を切り捨てすることとします。

例：各月初日の利用子ども数が35人で、単価が120の場合
　　120÷35＝3（小数点第１位切り捨て）

10 区分２・３
賃金改善額の
算出方法等

処遇改善等加算通知の第５の２において、「また、区分２及
び区分３を併せた加算による改善額のうち１／２以上は、基
本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること。」
とされていますが、ここでいう「改善額」には、国家公務員
の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分に係る区
分２の単価の増額分は含めるのでしょうか。
含める場合、年度途中の改定により、区分２の単価が増加し
加算額は増額しますが、年度途中のため一時金の処理となる
ことにより、結果、基本給・決まって毎月支払われる手当が
改善額の１／２未満となった場合、どのように取り扱えばよ
いのでしょうか。

国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分には、国家公務員の給与改定
に係る区分２の加算額の増加分も含まれるため、区分２及び区分３を併せた加算による改善
額には、国家公務員の給与改定に係る区分２の加算額の増加分は含みません。

11 区分３ 対象職員

処遇改善等加算通知の第２の３の(2)の（注２）において、
「職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、当該施
設・事業所において必要と認める場合には、職務分野別リー
ダー等に対して区分３－①による賃金の改善を行うことがで
きる。」とされています。
ここでいう「職務分野別リーダー等」は、第２の３の(1)の
ⅰからⅲの「別に定める研修」を修了しておらず、年度途中
に修了見込みがなくてもよいという理解で良いでしょうか。

施設・事業所において必要と認める場合に、職務分野別リーダー等に対して、区分３－①に
よる賃金の改善を行う場合、当該職務分野別リーダー等は、必ずしも区分３－①で求めてい
る研修を修了している又は修了見込みである必要はありませんが、第２の３の(1)のⅱの
「別に定める研修」を修了している又は修了見込みである必要はあります。
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No. 事項１ 問 答事項２

12 区分３ 対象職員

処遇改善等加算ⅡFAQの2-2では、「賃金バランス等を踏まえ
て必要な場合には、幼稚園及び認定こども園の副園長、教頭
及び主幹教諭等並びに保育所等の主任保育士に対して、「５
千円以上４万円未満の範囲内」で賃金改善を行うことが可
能」とありますが、この場合、主任保育士等には研修修了要
件がかからない旨の取り扱いが示されています。
区分３における賃金バランス等を踏まえた取扱いでは、主任
保育士等であっても、研修を修了している又は修了見込みで
ある必要があるのでしょうか。

第２の３の(2)の（注２）の取扱いにより、賃金バランス等を踏まえ主任保育士等に対して
区分３－①による賃金の改善を行う場合、必ずしも当該主任保育士等は研修を修了している
又は修了見込みである必要はありません。
本取扱いは、主任保育士等より副主任保育士等の賃金の方が高くなり賃金バランスが崩れて
しまう結果として副主任保育士等に対して賃金の改善ができなくことを避けるため、必ずし
も研修の修了を求めていません。

13 区分２ 対象職員

加算Ⅲでは、法人役員を兼務する施設長の賃金の改善はでき
ませんでしたが、区分２では、法人役員を兼務する施設長の
賃金の改善をしてもよいという理解で良いでしょうか。

お見込みのとおりです。加算Ⅰ（賃金改善要件分）と加算Ⅲを区分２として見直すに当た
り、通常の教育・保育に従事する職員として、施設・事業所が定めた給与規程に基づき、給
与が支払われている施設長であれば、法人役員を兼務していても、加算の対象とするよう、
取扱いの統一化を図ったものです。

14 区分１ 要件

区分１のキャリアパス要件について、「就業規則等の明確な
根拠規定を書面で整備」とありますが、処遇改善等加算の一
本化に伴い、加算Ⅰ・加算Ⅱ・加算Ⅲに係る記載を変更する
必要があります。
例えば、令和６年度に就業規則等を整備して加算Ⅰ・加算
Ⅱ・加算Ⅲを取得しており、令和７年度も区分１・区分２・
区分３を算定し、実質的に変更が生じていないような場合
は、適宜読み替え、就業規則等が整備されているものとして
取り扱ってよいでしょうか。

お見込みのとおり取り扱って差し支えありません。なお、読み替えにあたっては以下の対応
関係を参考としてください。
　区分１：加算Ⅰ（基礎分）
　区分２：加算Ⅰ（賃金改善要件分）又は加算Ⅲ
　区分３：加算Ⅱ

15 区分３ 要件

処遇改善等加算通知の第２の３の(2)の（注１）において、
区分３による賃金の改善対象として、研修修了見込みの者を
含むこととなっています。
年度当初は、研修修了見込みがあったため、賃金の改善を
行ったものの、結果として、研修を修了できなかった場合
は、加算の要件に該当しないことになるのでしょうか。

賃金の改善を行った研修修了見込みの者が年度内に研修を修了できなかった場合、加算額の
返還を求めることまでは要しませんが、翌年度に、速やかに研修を修了してください。ま
た、加算認定自治体においては、翌年度の加算認定の際に当該者が研修を修了しているか確
認を行ってください。当該者が研修修了していない場合は、当該者を賃金改善の対象から除
くよう求めてください。

16 区分３ 要件

区分３の加算額の算定に当たり、第２の３の(1)の研修のⅰ
とⅱの両方を修了している者がいる場合、人数ＡとＢの両方
に計上して良いのでしょうか。

研修のⅰとⅱの両方を修了している者については、人数ＡとＢのどちらかにのみ計上してく
ださい。どちらに計上するかは施設・事業所の判断となります。

4



第１版（令和７年５月１日時点版）

No. 事項１ 問 答事項２

17 区分３
同一事業者内
での配分

加算Ⅱでは、20％を上限として同一の設置者・事業者が運営
する他の施設・事業所における賃金の改善に充てることがで
きましたが、区分３は充当できなくなったという理解で良い
でしょうか。

お見込みのとおりです。

18 共通 要件

認定書類について、区分２に係る書類として区分１の認定に
当たって徴する書類を求めており、区分３に係る書類として
区分２の認定に当たって徴する書類を求めています。
区分１の認定を受けないと区分２の認定も受けられないよう
な取扱いなのでしょうか。

認定自体は、区分１、区分２、区分３それぞれで行います。そのため、区分２の認定はして
も、区分１は認定しないようなケースもあり得ます。

19 区分３ 要件

処遇改善等加算通知の第２の３の(1)の（注１）で、「加算
当年度の４月１日時点の研修修了者（略）の人数で判断す
る」こととなっています。
年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合はどのよう
に取り扱うのでしょうか。

処遇改善等加算通知の第２の３の(1)の（注１）については増減を考慮しません。
区分３は基本給又は決まって毎月支払われる手当による改善を求めており、研修修了者の増
減により年度途中で加算額に変更が生じた場合には基本給又は手当の金額も変更する必要が
あり給与表・給与規定等の改定等の事務負担が発生することを踏まえ、事務手続きの負担軽
減の観点から、加算当年度の４月１日時点の人数で当該年度中は算定を行うこととします。
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